
 
様式２  

日進市障害者自立支援協議会 専門部会実施報告書 

報 告 者 桂川 斐斗美 市確認欄  

専門部会名 第 1 回 権利擁護部会 

日   時 令和 4 年 5 月 16 日（月）10 時 30 分～12 時 00 分 

会   場 障害者福祉センター 大会議室 

出 席 者 
部会員 7 名 市職員 2 名 事務局 5 名 

※出席者名簿は、別添のとおり 

傍 聴 者 有り（   名：別添名簿のとおり） ・ なし  

 
報告・検討 

の内容 
 

① 自己紹介 

② 部会長・副部会長選出 

③ 前回の振り返り 

④ 今年度の取り組み内容について 

⑤ コミュニケーション支援ボードについて 

⑥ その他 

主な意見 

1 自己紹介 
 部会員から自己紹介をしていただく。 
 
2 部会長・副部会長選出 
 部会長はポレポレの大嶋さん、副部会長は権利擁護支援センタ

ーの冨田さんが選出された。 
 
3 前回の振り返り 
 ・障害者虐待防止講演会の振り返り 
 ・コミュニケーションボードについて 
 ・来年度の権利擁護部会について 
 ・その他 



4 今年度の取り組み内容について 
 ・昨年に引き続き成年後見制度勉強会、差別解消法勉強会、虐

待防止勉強会は実施していく。 
 〇成年後見制度について 
 ・成年後見制度勉強会は 10 月実施だと市民会館小ホールの空き

がなく、会場をおさえることが難しい。 
 ・小ホールの空き状況：（午前のみ）9/6、9/7、10/25（午後の

み）10/6 
 ・展示ホールは 10/6、10/12、10/19、10/20 は 1 日空きがある。

準備等を含めると午前中も借りられた方がよい。開催は 13：
30 頃の予定だとして、対象者をどうするか。今までの参加人

数で考えると展示ホール開催でも可能か。 
 ・展示ホールの定員はコロナ前は 100 名程度。現在は 50 名程

度か。昨年のようにオンラインでも実施するなら展示ホール

の規模でもよいのではないか。 
 ・講師は住田さんにお願いするか、他の方にお願いするか。 
 ・昨年、一昨年の対象者は一般向け。昨年のアンケートからは

実際後見人として活動している方から話を聞きたいという意

見が出ていた。 
 ・R2 年度の参加者 35 名程度、設備的には小ホールの方が整っ

ている。 
 ・昨年配布したチラシの内容だと、市民向けで自分が対象だと

思う人は少ないと思う。対象を決める方が集客の仕方が変わ

ってくると思う。認知症など対象を広げてアプローチしても

いいのではないかと思う。障害の方が利用するだけの制度で

はなく、今後自分や周りの人が使うことになるかもしれない

ということが伝わる方がよいのではないか。 
 ・対象者に焦点を当て、内容を高齢者や障害者に絞った方がい

いのでは。概要を知るだけではなく、もう少し踏み込んで話

をしてもよいのでは。 
 ・支援者向けであれば事例検討会などを行ってもいいのでは。

ケアマネ、相談員、民生委員等により知ってもらうことで必

要な人に支援を繋げられるようにする。 
 ・権利擁護支援センターで支援者向けに開催する時には平日午

後が多いため、早めの周知が必要。 
 ・以前は勉強会が終わった後に相談ブースを設けることで住田

さんに質問に答えてもらったりもしていた。 
 ・親亡き後のことを考えた時に住まいのことを気にする人は多

いが、金銭面を気にする人は少なく、意識してもらうために

親向けに実施したことはある。 
 ・障害者の人は自分のこととして聞くことが難しいため親向け



に実施する、高齢者の方は自分のこととして聞ける人もいる。 
 ・コロナが落ち着いていれば勉強会プラスで相談ブースもでき

るといいのでは。 
 ・事業所でもコロナ前は住田さんに成年後見制度について話を

してもらったこともあったが、聞いたからといって利用まで

は至っていない方が多い。 
 ・民生委員の会議の時にも成年後見制度について周知をしてレ

ベルアップを求めたい。 
 ・どういう手続きが必要なのかということを親向けにするか、

高齢者向けにするか、事業所向けにするか。 
 ・権利擁護支援センターで開催する時には支援者向けが多く、

民生委員の参加も多い。親御さん向けとする開催はない。市

のレベルアップを測るなら対象者を絞ってもいいと思う。 
 ・誰にでも聞いてもらえるようにして具体的な事例を出して話

をしてもらうのはどうか。民生委員、事業所、家族などそれ

ぞれの立場から考えられるような話題提供。 
 〇虐待防止勉強会 
 ・会場は半年前から一般予約が始めるため、2 月開催なら 7 月

までには会場をおさえたい。 
 ・講師はどなたか候補があれば次回の部会で出していただく。 
 ・大まかな目安として、10 月成年後見制度、11 月避難所開設訓

練、12 月差別解消法勉強会、2 月虐待防止勉強会で開催予定。 
 
5 コミュニケーション支援ボードについて 
 （別紙をもとに進める） 
 ・コンビニから共通して挙げられた意見として A3 は大きくて

邪魔になるため、A4 片面がいい。バローはサービスカウンタ

ーなら A3 可。 
 ・「助けてください」では先に何を助けてほしいかを示してほし

い。声をかけていい方なのかどうかもわからないため、客側

から提示してほしい。 
 ・セブンからは細かく助けてほしい内容の項目が挙がっている

がスペースの問題もあるため全部を反映させることは難し

い。 
 ・支払方法、年齢などは毎回ディスプレイに出てくるためなく

てもいいのでは。支払方法は店によっては出ない所もある。

ファミマはクレジットカードですか？と毎回聞かれる。 
・「〇×」は真ん中に配置するなど使いやすい場所にあってもい

いのでは。→配置、順番変更は可。 
 ・どこを指しているかわからないという意見があったため、項

目をできるだけ大きくした方がいい？→項目を減らせば、大



きくはできる。 
 ・店舗だけではなく、利用される方にも知ってもらう必要があ

る。 
 ・セブンは日進市と協定を結んでいるためお願いできるだろう。 
 ・エスゾウ君はフランチャイズ加盟店に貼ってある。エスゾウ

君がある場所だけに依頼か、なくても依頼をするのか。 
 ・硬貨の項目はなくしてもいいような気もするが。→外国の方

向けも含めて載せていた。 
 ・今までは商品を選ぶ時に必要な項目を作っていたが、今回は

会計時に必要な項目になっている。 
 ・吉澤さんに情報提供をし、団体からも意見をいただく。次回

部会に参加していただけそうであれば依頼する。 
 
6 その他 
 〇避難所開設訓練について 
 ・日時：11/13（日）場所：北小学校、日進中学校 内容未定 
 ・権利擁護部会としてどういう目的で出るかは担当課と話をす

る。 
 〇今後の開催日程について 
 ・別紙参照 

 
 
 
 

今回確認事項 
 
 
 

 

① 自己紹介 

② 部会長・副部会長選出 

③ 前回の振り返り 

④ 今年度の取り組み内容について 

⑤ コミュニケーション支援ボードについて 

⑥ その他 

 



日進市障害者自立支援協議会 専門部会出席者名簿 

専門部会名 第 1 回 権利擁護部会 

日   時 令和 4 年 5 月 16 日（月）10 時 30 分～12 時 00 分 

会   場 障害者福祉センター 大会議室 

 

専門部会員 その他参加者 

①   冨田 悠仁  吉澤 洵（欠）  

②   山田 達己   

③   興梠 精視   

④   大嶋 翔太   

⑤   高木 祥行（欠）   

⑥   眞柄 文子（欠）   

⑦   杉浦 文雄（欠）   

⑧   鈴木 重行   

⑨   富岡 亜希子     

⑩   志水 くに子     

（市職員）  

①  野村 圭一  ②  櫻木 順子  

③  佐々木 和哉（欠）  ④ 

（事務局）  

①  市川 英子  ②  福田 有輝  

③  山 歩美  ④  中村 美智子  

⑤  桂川 斐斗美   

 



 
様式２  

日進市障害者自立支援協議会 専門部会実施報告書 

報 告 者 桂川 斐斗美 市確認欄  

専門部会名 第 2 回 権利擁護部会 

日   時 令和 4 年 7 月 19 日（火）13 時 30 分～15 時 00 分 

会   場 障害者福祉センター 大会議室 

出 席 者 
部会員 6 名 市職員 3 名 事務局 4 名 

※出席者名簿は、別添のとおり 

傍 聴 者 有り（   名：別添名簿のとおり） ・ なし  

 
報告・検討 

の内容 
 

① 前回の振り返り 

② コミュニケーション支援ボードについて 

③ 成年後見制度勉強会について 

④ 障害者虐待防止法勉強会について 

⑤ 避難所開設運営訓練について 

⑥ その他 

主な意見 

1 前回の振り返り 
・今年度の取り組み内容について 
・コミュニケーション支援ボードについて 
・その他 

 
2 コミュニケーション支援ボードについて 
 ・多数決により「お買い物サポートカード」が新しい名称とし

て決定した。 
 ・別紙 1 をもとにレイアウト、デザインの最終調整を行う。必

要な項目をカスタマイズして持っておけるといいという案があ

った。→項目ごとに大きさが異なるため大きさを統一し、各自

必要な項目をダウンロードし切ったりできるようにする。 



 ・使用するにあたり持ち歩きたい人もいるかもしれない。→持

ち歩きができるように折りたためるようにするか。市外を出て

しまうと支援ボードはないため利用者が持ち歩けるようにする

のはいいと思う。 
 ・A4 サイズでは持ち歩きにくい。裏面が白いため両面にしては

どうか。→店舗の意見として、項目が把握できていれば両面で

もいいが、項目を探しやすいということでは A4 片面がいいと

いう案があった。裏面の白紙には連絡先や部会の名称を入れて

はどうかという案も出ていた。 
 ・店に置くもの、持ち歩けるものの両方が必要。市の HP に載

せ、印刷する際に好きなサイズで印刷することは可能。その他、

駐車券、忘れ物、宅配などの項目があるとスムーズかもという

案が出ているがどうか。→特に意見がないため、項目の内容に

ついては決定となる。 
 
3 成年後見制度勉強会について 
 ・権利擁護支援センターの今年度の研修内容をもとに対象を決

めていく。今年度は一般向けは長久手市で 2 回開催。専門職向

けの研修は権利擁護に関する勉強会を中心にやっているため、

部会では専門職向けに新たに開催するでもいいと思う。民生委

員向けなどは依頼があれば実施している。 
 ・権利擁護支援センターの専門職向けにはどのような人が参加

するのか。→地域包括支援センター、ケアマネ、行政職員、障

害福祉サービスの人など。高齢分野の専門職の参加が多く、障

害分野の参加は少ない。 
 ・障害分野になると親に勉強会などに参加するように伝えてい

ても内容にピンときていない人も多い。親が病気になった時な

どに考え始める人も少なくない。相続が発生した時に動く人が

多い印象。 
・少し知識がある人だとお金を勝手に使われてしまう、自由に

使えないと思っている人もいる。正しい理解の仕方をされてい

ない人が多いため、制度がどのように変わってきているかを内

容に入れていけるといい。 
・事例も含めて制度に繋ぐタイミングなども話してもらえると

いい。 
・9 月に長久手で市民向けの開催があるため、部会では専門職向

けに開催し、支援者から保護者などに勧めてもらうのはどうか。 
・専門職向けに実施であれば意思決定支援なども組み入れて話

をしてもらえるように依頼するのはどうか。 
・専門職向けであれば、出やすい日時の確認、「○○で困ってい

ませんか？」など来たいと思えるような事例を出したり、事業



所側が知って得するような内容にする必要がある。障害福祉事

業所が何を知りたいと思っているか。 
・グループホーム→親がおらず、後見人がついている人もいる。

金銭管理が自分ではできないが後見人がついていない人もい

る。どうしたらいいか、どのくらいになったら相談すればいい

かなど思っている人もいると思う。GH で金銭管理をすることは

リスクでもある。 
・入所型→親が今は管理しているからいい、という考えの人に

はいつ声をかけたらいいかと迷う人もいる。 
・通所→利用者のお金を管理することはないが、支援者として

後見人がどういうことをしているかを知らずにお願いしてい

た。名前を知っていても詳しく知らない人は多いため支援者向

けに実施はいいと思う。 
・専門職向けで実施の場合、制度についての説明から始めるか、

それより先の内容について話をしていくか。 
・市民会館の空き状況は再度確認をしてもらう。 
・会場開催にするか、Zoom での開催でもありとするか。 
・放デイや GH などがあるが、どの時間に合わせるか。放デイ

の場合はすぐに必要となる方はいないため参加自体も少ないと

思う。成年の事業所が出やすい時間、曜日で絞った方がいいの

では。 
・10/12（水）18：00～19：30 広報への掲載はなし。 
概要、事例で住田さんに話をしていただく。メールにてタイト

ルを募集する。 
 
4 障害者虐待防止法勉強会について 

 ・2 月市民会館空き状況 
 ＜小ホール＞2/6 午前午後、2/9、2/10 午前午後、2/14 午前午後

夜間、2/15 午前午後夜間、2/16 
 ＜展示ホール＞2/1 午前午後、2/2 午前午後夜間、2/8 午前午後

夜間、2/9、2/16 
 ・昨年は市民向けで開催。市民向けが 1 回切りで終わってしま

うのは勿体ない。前回終了した時に、市民向け、専門職向け

両方必要ではという案も出ていたがどうか。 
 ・どのようなことを伝えたいかで講師依頼も変わる。通報の切

り口で入るか、別の切り口からお願いするか。 
 ・あすライツで実施した時には支援者向けだった。アンケート

には通報した後のことがわからないという意見があった。 
 
 5 避難所開設運営訓練について 
 ・ワークショップから参加していくのはどうかという話が挙が



っていた。 
 ・防災交通課からは今年度から一般市民の人にも参加してもら

う予定とのことだった。部会としてはどのように周知してい

くか。課としては昨年同様でもいいし、ブースを構えてもい

いという意見だった。 
 ・昨年は救護班で参加したが、部会として説明する時間などは

なかった。 
 ・ブースを出してサポートブックを周知するか、住民と班に入

り参加するか。昨年の傾向だとブースでは弱い印象がある。

聴覚、視覚障害などのハンディをつけて参加するのはどうか。 
 ・当日どのような形で参加するかは次回部会までに意見をいた

だくことになる。 
 
6 その他 
 ・自立支援協議会本会の報告をする。（別紙参照） 
 ・8/2（火）13：30～15：30 みんなの勉強会について 

 
 
 
 

今回確認事項 
 
 
 

 

① 前回の振り返り 

② コミュニケーション支援ボードについて 

③ 成年後見制度勉強会について 

④ 障害者虐待防止法勉強会について 

⑤ 避難所開設運営訓練について 

⑥ その他 

 



日進市障害者自立支援協議会 専門部会出席者名簿 

専門部会名 第 2 回 権利擁護部会 

日   時 令和 4 年 7 月 19 日（火）13 時 30 分～15 時 00 分 

会   場 障害者福祉センター 大会議室 

 

専門部会員 その他参加者 

①   冨田 悠仁  吉澤 洵（欠）  

②   山田 達己（欠）   

③   興梠 精視（欠）   

④   大嶋 翔太   

⑤   高木 祥行（欠）   

⑥   眞柄 文子（欠）   

⑦   杉浦 文雄   

⑧   鈴木 重行   

⑨   富岡 亜希子     

⑩   志水 くに子     

（市職員）  

①  野村 圭一  ②  櫻木 順子  

③  佐々木 和哉  ④ 

（事務局）  

①  市川 英子（欠）  ②  福田 有輝  

③  山 歩美  ④  中村 美智子  

⑤  桂川 斐斗美   

 



 
様式２  

日進市障害者自立支援協議会 専門部会実施報告書 

報 告 者 桂川 斐斗美 市確認欄  

専門部会名 第 3 回 権利擁護部会 

日   時 令和 4 年 9 月 20 日（火）13 時 30 分～15 時 00 分 

会   場 障害者福祉センター 大会議室 

出 席 者 
部会員 7 名 市職員 2 名 事務局 3 名 

※出席者名簿は、別添のとおり 

傍 聴 者 有り（   名：別添名簿のとおり） ・ なし  

 
報告・検討 

の内容 
 

① 前回の振り返り 

② お買い物サポートカードについて 

③ 成年後見制度勉強会について 

④ 障害者虐待防止法勉強会について 

⑤ 避難所開設運営訓練について 

⑥ その他 

主な意見 

1 前回の振り返り 
・お買い物サポートカードについて 
・成年後見制度勉強会について 
・障害者虐待防止法勉強会について 
・避難所開設運営訓練について 
・その他 

 
2 お買い物サポートカードについて 
・今年度印刷、周知先を決定する。次回までに周知先を考えて

きてもらい、意見をいただくことになる。 
 
3 成年後見制度勉強会について 



  ・各事業所（部会員に限る）には事前にメールを送り周知依

頼済み。後日改めてチラシを郵送する。 
  ・時間の都合により、チラシ裏面に項目を設けることで事前

に質問を受け付けることにした。 
  ＜内容について＞ 
  ・制度についてだけではなく、実践に活かせるような内容に

していきたい。 
  ・事業所によっては法人の成年後見制度を受けることが入所

の条件となっていると聞いた。事業所として制度をどのよう

に勧めたらいいか知りたい。 
  ・制度が利用者にとってメリットとなるように変わってきて

いるためその点も話せるといいのではないか。 
  ・事業所の利用者にも後見人がついている人がいるが、後見

人によって対応がバラバラ。何が正しいのか。利用者によっ

ては後見人を 2 人立てている人もおりさらによくわからな

い。最低限の仕事内容を知りたい。 
  ・どういうタイミングで、どのような場合に後見人をつけた

方がいいかという基準がわかると説明しやすい。 
  ・日常生活自立支援事業を利用している人もいる。成年後見

制度との違いを質問されることも多いため、どちらが望まし

いかも含めて話を聞きたい。 
  ・PR として事業所の人に市民後見人になってもらえるような

話をしてもいいと思う。 
  ・趣旨として支援者に制度を知ってもらうこと、自立に向け

て進んでいこうとするタイミングで制度について知ってもら

えるようにすることが基盤にあったと思う。適切な所に繋ぐ

ことで事業所の負担を減らす中で、事業所の人に市民後見人

を勧めることは目的がズレるのではないか。事業所にメリッ

トがあるなら話に入れてもいいと思うが。日常生活自立支援

事業など別の制度の説明は来年度にするなど、段階を踏んだ

方がいいのでは。 
 ・日常生活自立支援事業に携わっている人がいるかいないかで

支援者の中でも知っているかどうかが変わる。違いを説明さ

れると選択する情報が与えられる。 
 ・制度に繋がるまでのこと、繋がった後のことが事業所として

関わることになるためその点は伝えた方がいいのでは。 
 ・どこに促せばいいかが事業所にわかってもらえるといい。 
 ＜当日の動きについて＞ 
 ・司会進行…冨田さん 
 ・当日会場で参加（17 時 45 分集合）…興梠さん、志水さん、

富岡さん、野村さん、冨田さん、鈴木さん（遅れて参加）、事



務局 
 ＜周知方法＞ 
 ・民生委員の会議は来月 11 日。郵送で送るか検討する。事業所

はセンターからチラシを配布する。 
 
4 障害者虐待防止法勉強会について 

  ・別紙 2 をもとに進める。 
  ・大谷さん、鈴木さん、鎌田さんは事業所向けには講演をし

ている。 
  ・市民向けに開催をするなら野沢さんの講演は聞きやすいと

思う。今は千葉にいるが、愛知に戻ってきている時もあるら

しい。 
  ・県外候補として、西宮市の玉木さん、自立支援協議会会長

の北野さんが挙がる。 
  ・予算の都合上、県外の講師に依頼することは難しいかもし

れない。予算確認の上、可能であれば野沢和弘さんに依頼す

る。興梠さんに講演可能か確認いただくことになる。 
 ＜講演内容＞ 
  ・昨年の新井さんは地域づくりの視点から通報することにつ

いて話をしていただいた。 
  ・いじめや虐待は見ただけではわからない。噂から知ること

が多い。気づきのポイントやサインを教えてもらえると注意

深く見ることができる。 
  ・一般の方の虐待についての知識レベル。虐待とされること

でも虐待ではないと思っている人もいると思う。 
  ・虐待の芽に気づくというテーマで講演を依頼していくこと

になる。 
 
 5 避難所開設運営訓練について 
  ・10 月 15 日、11 月 13 日参加可能→冨田さん、興梠さん、

富岡さん、事務局。 
  ・防災交通課からは具体的な参加方法などは提示されていな

い。 
  ・R2.3 月からは市民の参加はなく運営側のみの参加だった。

運営側に対するアドバイスで入るか、障害がある人として入

るか。班に入っても回る時間はあるためアイマスクなどを付

けて参加することは可能。 
 ・去年は救護班に入ったが、救護班に限らなくてもいいのでは。

受付から支援は必要。 
 ・以前はワークショップを 5 回やっていたため障害の人が来た

場合の準備もできていた。今は 1 回しかないためそれができ



ない状況。 
 ・行政にお願いしないといけないこと、地域の人に知ってもら

わないといけないことを理解した上で参加したい。 
 ・ワークショップの時にサポートブックの説明で終わるのであ

れば、部会として参加する目的は何か。 
 ・趣旨としては、実際に災害が起きた時にいかに主体的に動け

るか、市民で役割を決めて運営できるようにするため。 
 ・①運営側目線で参加、②避難して来た側で入り、後で FB を

するのか、③展示ブースを出して参加するのか。 
 ・参加方法については、後日参加者にお知らせすることになる。 
 
6 その他 
 ・地域福祉課より、市主催で行う障害者差別解消法講演会、障

害者差別解消法合同研修について説明いただく。（別紙参照） 

 
 
 
 

今回確認事項 
 
 
 

 

① 前回の振り返り 

② お買い物サポートカードについて 

③ 成年後見制度勉強会について 

④ 障害者虐待防止法勉強会について 

⑤ 避難所開設運営訓練について 

⑥ その他 

 



日進市障害者自立支援協議会 専門部会出席者名簿 

専門部会名 第 3 回 権利擁護部会 

日   時 令和 4 年 9 月 20 日（火）13 時 30 分～15 時 00 分 

会   場 障害者福祉センター 大会議室 

 

専門部会員 その他参加者 

①   冨田 悠仁  吉澤 洵（欠）  

②   山田 達己   

③   興梠 精視   

④   大嶋 翔太（欠）   

⑤   高木 祥行（欠）   

⑥   眞柄 文子（欠）   

⑦   杉浦 文雄   

⑧   鈴木 重行   

⑨   富岡 亜希子     

⑩   志水 くに子     

（市職員）  

①  野村 圭一  ②  櫻木 順子（欠）  

③  佐々木 和哉  ④ 

（事務局）  

①  市川 英子（欠）  ②  福田 有輝（欠）  

③  山 歩美  ④  中村 美智子  

⑤  桂川 斐斗美   

 



様式２ 

日進市障害者自立支援協議会 専門部会実施報告書 

報 告 者 中村 美智子 市確認欄  

専門部会名 第 4 回 権利擁護部会 

日   時 令和 4 年 11 月 21 日（月）10 時 30 分～12 時 00 分 

会   場 障害者福祉センター 大会議室 

出 席 者 
部会員 6 名 市職員 2 名 事務局 5 名 

※出席者名簿は、別添のとおり 

傍 聴 者 有り（   名：別添名簿のとおり） ・ なし 

 
報告・検討 
の内容 

 

① 前回の振り返り 

② 自立支援協議会の報告について 

③ 成年後見制度勉強会の振り返りについて 

④ 避難所開設運営訓練の報告について 

⑤ お買い物サポートカードについて 

⑥ 障害者虐待防止法勉強会について 

⑦ その他 

主な意見 

1 前回の振り返り 
・お買い物サポートカードについて 
・成年後見制度勉強会について 
・障害者虐待防止法勉強会について 
・避難所開設運営訓練について 
・その他 

2 自立支援協議会の報告について 
11/1（火）第 2 回自立支援協議会について内容を報告。 

 
3 成年後見制度勉強会について 
アンケート結果参照。 
来年度について 
① 周知の仕方、事業所に参加してもらえるような方法、講師の決め方



について。 
10 月の開催であれば、7 月の部会で最終決定を行えると良かった。 
⇒来年度は早めの周知をして、参加を促す。 
毎年 10 月に開催できると良いのでは。 

②対象について 
・事業所の職員が知識を持てるように、支援者向けにできると良い。 
・支援者同士なら、グループワークがあった方が盛り上がる。 
・事務職員に受けてもらった。継続して聞けると良い。 
・家族はその状況にならないと関心を持ってもらえない。 
⇒来年度も支援者向けの開催で、10 月開催予定で周知を進めていく。 

③オンライン開催について 
・会場の方が熱量はある。 
・参加はしやすいが、聞き取りにくさはあった。 
・手軽さはあった。複数の職員の参加も可能だった。 
・制度の名前は知っていたが、中身を知らない職員もいたので、話

を聞けて良かった。 
 
 
4 避難所開設運営訓練の報告について 
① 別紙２ 参照。 
・地域の方と一緒に、視覚障碍者役、聴覚障碍者役、車椅子役、福祉 
従事者役で参加。 

・今年は、障碍のある立場で参加したことで、感じたことが多くあっ 
た。防災交通課にフィードバックしていく予定。 

・避難所に行けば助けてもらえるが、来られない人はどうしたらいい 
のか。→災害時要援護者支援制度について説明。 

 
② 来年度について 
・今年と同じ形で参加予定。 
・防災交通課に早めに伝えられれば、権利擁護部会として参加した感 
想を住民の方へ直接伝えられるのではないか。 

 
 
5 お買い物サポートカードについて 
・配布先については、別紙 3 を参照。 
よく使う場所としては、コンビニ、ドン・キホーテ、大手スーパー 

・商工会への声かけ 
・配布先については、次回に決定予定。 
 
 
6 障害者虐待防止法勉強会について 
令和 5 年 2 月 14 日（火）13 時半～ 市民向け 
講師：中京大学 伊藤葉子 教授 
 
＜講演内容について＞ 



・なぜ虐待に至ったのか。どんな状況で虐待が生まれやすいのか。 
・昨年のアンケートで、通報した後の（市として）動きを知りたい、 
親御さんへの寄り添い方が知りたいとの意見があった。 

・家庭での虐待と愛情の区別。叱る、ダメ、適切な対応かどうか。 
・強度行動障害の人の他害について、支援者側が制止する場合。 
職員へのハラスメント（事業者向け） 

・経験者の話を聞きたい。 
・事例を入れて欲しい。 
・児童、保護者へのケアを知りたい。 
・市から、日進の現状について話してもらうのはどうか。 
 
会場・オンラインと両方で行う予定。 
手話、要約筆記をどうするか→配慮が必要な方は申し込み時期を少し 
早めに設定し、必要の有無を把握する。 
 
7 その他 
地域福祉課より、市主催で行う障害者差別解消法講演会について説明 
いただく。（別紙参照） 

 
 
 
 

今回確認事項 
 
 
 

 

① 前回の振り返り 

② 自立支援協議会の報告について 

③ 成年後見制度勉強会の振り返りについて 

④ 避難所開設運営訓練の報告について 

⑤ お買い物サポートカードについて 

⑥ 障害者虐待防止法勉強会について 

⑦ その他 

 



日進市障害者自立支援協議会 専門部会出席者名簿 

専門部会名 第 4 回 権利擁護部会 

日   時 令和 4 年 11 月 21 日（月）10 時 30 分～12 時 00 分 

会   場 障害者福祉センター 大会議室 
 

専門部会員 その他参加者 

①   大嶋 翔太 吉澤 洵（欠） 

②   山田 達己  

③   興梠 精視  

④   冨田 悠仁（欠）  

⑤   高木 祥行（欠）  

⑥   眞柄 文子（欠）  

⑦   杉浦 文雄  

⑧   鈴木 重行  

⑨   富岡 亜希子（欠）    

⑩   志水 くに子    

（市職員） 

①  野村 圭一（欠） ②  櫻木 順子 

③  佐々木 和哉 ④ 

（事務局） 

①  市川 英子 ②  福田 有輝 

③  山 歩美 ④  中村 美智子 

⑤  桂川 斐斗美  

 



様式２ 

日進市障害者自立支援協議会 専門部会実施報告書 

報 告 者 中村 美智子 市確認欄  

専門部会名 第 5 回 権利擁護部会 

日   時 令和 5 年 1 月 16 日（月）10 時 30 分～12 時 00 分 

会   場 障害者福祉センター 大会議室 

出 席 者 
部会員 5 名 市職員 2 名 事務局 5 名 

※出席者名簿は、別添のとおり 

傍 聴 者 有り（   名：別添名簿のとおり） ・ なし 

 
報告・検討 
の内容 

 

① 前回の振り返り 

② お買い物サポートカードについて 

③ 障害者虐待防止法勉強会について 

④ その他 

 

主な意見 

1 前回の振り返り 
・自立支援協議会の報告 
・成年後見制度勉強会について 
・避難所開設運営訓練について 
・お買い物サポートカードについて 
・障害者虐待防止法勉強会について 
・その他 

 
 

2 お買い物サポートカードについて 
・コンビニ、ドラッグストア、スーパーに配布予定。 
・商工会（コンビニの経営者も入っている）には市役所から依頼。 
・ファミリーマート三本木店、セブンイレブン北新町店は、お試しで

配布済。 
・プライムツリーには確認し、専門店以外のスーパー（イトーヨーカ

堂、セブンイレブン）に再度お願いしていく。 
 



・部会員と事務局で一緒に配布予定。 
依頼文とコミュニケーションボードを持参し、説明する。 
使用した感想をどう集約するか。フォームをつけるか。 
・セブンイレブン・スギ薬局は、市役所で対応をお願いする。 
セブンイレブンを統括している本部に話はできるが、各店舗ごとに配

布または一斉配布の可能性もある。 
エリアを統括している本部に、まず話を通していく。 
   
 
・市役所で印刷の予算はとってあるので、任せて頂ければ進めていけ

る。A4 を 500 枚、A3 を 100～200 枚印刷予定。 
・市が本部に話をしてから、時間が開き過ぎない方が良い。もしくは 
配布が 3 月以降になる事を伝えておくと良い。 
・スーパーの店長さんが忙しく、店舗にいない事も多い。 
先にどんなものかを送って、イメージを持ってもらってから交渉する

と良いのではないか。 
 
・部会員 2 人 1 組で 10 グループに分かれて、お店にあたる。 
各グループ 4 店舗程度の予定。 

ファミリーマート  13  2 グループ 
ローソン・ミニスト  9  2 グループ 
スーパー       9  2 グループ 

    個別に周る可能性が高い。 
    コープは見守り協定あり。 

ドラッグストア    8  2 グループ 
 
① まずは事務局から、配り方を各本部に確認する。 
本部にエリア分を渡すのか、各店舗に配るのかを確認する。 
割り振って実際に動き出すのは、次回の部会以降になる。 
事務局に割り振りを一任して頂ければ、決めさせて頂く。 
② 事務局が①の結果を受けて、担当者を割り振る。 
メール等で委員に伝達する。 
③ 3 月を目安に配布予定。 
 
 
3  障害者虐待防止法勉強会について 
令和 5 年 2 月 14 日（火）13 時半～ 市民向け 
講師：中京大学 伊藤葉子 教授 
 
＜12/8 の打ち合わせについて＞ 
・差別解消法を絡めて説明頂き、全国的な事例を用いる予定。 
・先生の話（60 分）の後に、市から通報の流れ等を説明予定。 
・タイムスケジュールは別紙にて確認。 
・役割分担：司会進行、挨拶（大嶋さん） 
     受付（山田さん、志水さん） 



     PC 係（野村さん） 
     カメラ係（鈴木さん） 
     マイク係（興梠さん、富岡さん） 
 部会員は、当日 12:45 集合で打ち合わせ予定。 
 
※申し込み数が少ないので、周囲の方に声かけをお願いします。 
地域福祉課より、尾張東部の事業所に連絡済。 
1 月 17 日に民生委員の会議があるため、そこでもチラシを配布予定。 
 
4 その他 
・視覚障害がある田中弁護士のお話で、アンケート結果は好評。 
アンケート結果については、後日事務局から送付予定。 
 
・来年度、定例の部会は第 3 火曜の 13 時半～15 時で開催予定。 
次回までに予定を確認いただき、日程を決めていく。 
 
 

 
 
 
 

今回確認事項 
 
 
 

 

① 前回の振り返り 

② お買い物サポートカードについて 

③ 障害者虐待防止法勉強会について 

④ その他 

⑤  

 



日進市障害者自立支援協議会 専門部会出席者名簿 

専門部会名 第 5 回 権利擁護部会 

日   時 令和 5 年 1 月 16 日（月）10 時 30 分～12 時 00 分 

会   場 障害者福祉センター 大会議室 
 

専門部会員 その他参加者 

①   大嶋 翔太 吉澤 洵（欠） 

②   山田 達己  

③   興梠 精視  

④   冨田 悠仁（欠）  

⑤   高木 祥行（欠）  

⑥   眞柄 文子（欠）  

⑦   杉浦 文雄（欠）  

⑧   鈴木 重行  

⑨   富岡 亜希子    

⑩   志水 くに子（欠）    

（市職員） 

①  野村 圭一 ②  櫻木 順子（欠） 

③  佐々木 和哉 ④ 

（事務局） 

①  市川 英子 ②  福田 有輝 

③  山 歩美 ④  中村 美智子 

⑤  桂川 斐斗美  

 



様式２ 

日進市障害者自立支援協議会 専門部会実施報告書 

報 告 者 桂川 斐斗美 市確認欄  

専門部会名 第 6 回 権利擁護部会 

日   時 令和 5 年 3 月 20 日（月）10 時 30 分～12 時 00 分 

会   場 障害者福祉センター 大会議室 

出 席 者 
部会員 7 名 市職員 3 名 事務局 4 名 

※出席者名簿は、別添のとおり 

傍 聴 者 有り（   名：別添名簿のとおり） ・ なし 

 
報告・検討 
の内容 

 

① 前回の振り返り 

② 障害者虐待防止勉強会の振り返り 

③ お買い物サポートカードについて 

④ 来年度について 

⑤ その他 

主な意見 

1 前回の振り返り 
・前回の振り返り 
・お買い物サポートカードについて 
・障害者虐待防止法勉強会について 
・その他 
 
2 障害者虐待防止勉強会の振り返り 
・質疑応答の時間がなかったが会場、オンラインともに質問、意見は

なかった。 
・昨年は後日 YouTube 配信があったが、今回は予定なし。 
・アンケートには、言葉を噛み砕いてお話いただけたためわかりやす

かったという感想があった。 
・アンケートにもあるが、ワークショップ形式で話し合いができると

よかった。GW ができたらよかったのではないか。対応方法などを実

際にその場で検討できると理解が深まったと思う。 
・去年、今年度は一般向けだったが、支援者からの参加が多かった。

昨年は一般向け、支援者向け両方あってもいいのではという意見があ



った。虐待については事業所で研修を行わなければならないため支援

者向けでの実施は需要があるのではないか。 
・一昨年熊谷先生にお願いした時には支援者向けで実施。事前にどの

ような話を聞きたいかというアンケートでは、特性について知りたい

という意見が多く、事例検討を取り入れた研修を行った。 
・今年度は一般の参加が少なく支援者の方にもお越しいただいた。民

生委員は鈴木さんから声かけをしていただいたり、民生委員の会議で

も案内していただいた。 
・直接案内すると申込いただけるが、全体の周知となると集客が少な

い。周知方法の課題や聞いてみたいと思ってもらえるような内容にす

ることが課題。 
・虐待について一般の人にも知ってほしいが、身近な出来事ではない

ため意識づけが難しい。 
・高齢分野でも実施している。虐待疑いの事例を作り意見交換をする

ことも検討している。50～60 人ほど参加いただいている。 
・来年度の対象について。支援者向けで現場で働いている方にとって

メリットとなるような内容になるといい。 
・障害者福祉センターが、障害者の権利擁護について地域の方にも知

っていただく場。対象者は事業所だが、興味がある方は市民の方でも

お越しいただけるようにしてはどうか。職員が過酷な場にいることは

知らないため、事業所へのイメージアップや、事業所で対応しきれな

いことを市民の方にもお手伝いいただくようにしておくと部会の趣旨

に合ってくるのでは。 
・アンケートを見ると、ご家族やきょうだいで参加される方もいた。

支援者向けにすると家族の参加がなくなってしまうのでは。対象は一

般向けにしておき、事業所も含めて広く周知するのはどうか。 
・事業所の虐待防止研修は必須。事業所の研修は事業所でやるべき。

部会で開催するのであれば一般向けの方がいいのでは。 
・虐待の中にハラスメント問題についても触れてほしい。 
・支援者向けに市民が入ると聴講はできるが、もともとの知識が異な

るため、講師にお話いただく際に焦点を当てづらくなる。市民の中に

は混乱する方も出てくるかもしれない。 
・なぜ虐待に至ってしまったのか、という話は聞いてみたい。 
・対象については今後検討する。 
 
2 お買い物サポートカードについて 

A4 を 600 枚、A3 を 400 枚で印刷。（障害者福祉センターで保管）。 
 

 ○班分けについて（別紙） 
 ・職員の異動に伴いメンバーが変更になる班がある。 
・班ごとに打ち合わせを行う。 

 ・店舗にアポ取り→依頼文、サポートカードを持参し、活用方法な

どをお伝えする。 
 ・班全体で動くことはスケジュール的に難しいため、班の中でも小

グループを作り動けるといい。 



 ・ファミマ：日進市内全店舗が集まる会議があり、確認をしていた

だいている。返事待ち。三本木店では先行して依頼している。 
 ・ローソン：組織としての動きとなりそう。中部エリアを統括して

いる場所の許可が出れば配布できそう。ローソン独自でコミュニケ

ーションボードを実施している。中部エリアとしては全国を統括し

ている場所が実施するというのであれば実施していただける。確認

はまだできていない。 
 ・スーパー、ドラッグストアは各店舗でアポを取る必要がある。 
 ・スギ薬局：可能。配布数の取りまとめや、個別に依頼が必要かは

確認中。恐らく個別に依頼していくことになると思う。 
 ・スーパー：店長つかまりにくい。事前に FAX で情報提供し目を通

していただいてから連絡をした方がいい。カネスエは上に聞かない

とわからない。 
 ・配布動き出し→4 月。 
 
 ○周知の進め方について 
 ・各班で話し合いを行う。 
 ・依頼文の中に本部から許可を得ているという一文があった方がよ

いのでは。 
 
4 来年度について 
 ・今年度は第 3 月曜日 10 時半～12 時開催。来年度は例年通り第 3

火曜日 13 時半～15 時でよいか。 
 →権利擁護支援センター冨田さんは第 3 火曜日は不可。 
 ・部会長、副部会長とも日程調整し決めていく。 
 ・事前打ち合わせの日程も、事前に曜日や時間帯を決めておけると

調整しやすいのでは。 
 ・開催内容としては、今年度同様、成年後見制度、差別解消法（市

役所）、虐待防止勉強会、避難所開設訓練、サポートカードの周知

を行う。 

 
 
 
 

今回確認事項 
 
 
 

 

① 前回の振り返り 

② お買い物サポートカードについて 

③ 障害者虐待防止法勉強会について 

④ その他 

⑤  

 



日進市障害者自立支援協議会 専門部会出席者名簿 

専門部会名 第 6 回 権利擁護部会 

日   時 令和 5 年 3 月 20 日（月）10 時 30 分～12 時 00 分 

会   場 障害者福祉センター 大会議室 
 

専門部会員 その他参加者 

①   大嶋 翔太 吉澤 洵（欠） 

②   山田 達己（欠）  

③   興梠 精視  

④   冨田 悠仁  

⑤   高木 祥行  

⑥   眞柄 文子（欠）  

⑦   杉浦 文雄  

⑧   鈴木 重行（欠）  

⑨   富岡 亜希子    

⑩   志水 くに子    

（市職員） 

①  野村 圭一 ②  櫻木 順子 

③  佐々木 和哉 ④ 

（事務局） 

①  市川 英子 ②  福田 有輝 

③  山 歩美 ④  中村 美智子（欠） 

⑤  桂川 斐斗美  

 


